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■「財産目録」について 

今回は、「財産目録」に関して主に会計上の取扱いをご説明します。 

公益法人は、毎事業年度経過後３カ月以内に「財産目録」を作成し、定時社員総会又は定時

評議員会（会計監査人設置法人においては理事会）の承認を受けることになっています。（認

定法第 21 条第 2 項、認定法施行規則第 33条第１項） 

「財産目録」の会計基準上の規定に関しては、公益法人会計基準第７にその規定があります。

そこでは、「財産目録」は、当該事業年度末日現在におけるすべての資産及び負債につき、

その名称、数量、使用目的、価額等を詳細に表示するものでなければならないとされ、作成

に際しては、以下を留意することになります。 

〇貸借対照表の表示科目の詳細を表すという性格から、「財産目録」の価額は、貸借対照表

記載の価額と同一となる。 

〇例えば、土地については場所、平米数を記載するなど、科目によっては金額だけではなく

場所、物量等の情報も必要となる。 

〇法人全体として作成すればよく、公益目的事業会計、収益事業等会計など、各会計別の作

成は要求されていない。（※１） 

※１ 他の事業と共有財産があり、区分可能な場合は当該区分、物理的な特定が困難な場合

には共有財産である旨を使用目的等の欄に明示します。また、特定費用準備資金、資産取得

資金及び不可欠特定財産を有する場合にも、使用目的等の欄に明示します。 

 

その他、「財産目録」の作成に当たっては、公益法人会計基準の運用指針１３．様式につい

て（６）財産目録にあるひな型例を参考にして作成してください。（※２） 

なお、認定法施行規則第 25 条に基づき、「財産目録」により公益目的保有財産（1 号財産）

を区分表示する場合に、上記ひな型例では詳細な記載を表示できない場合には、別途「公益

目的保有財産の明細」を作成します。 

※２ 公益法人会計基準の運用指針は、以下の「公益法人 information」からご覧になれます。 

https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/other/houreiguideline/kaikei.html 

 

【参考】 



（公益法人会計基準より抜粋） 

第７ 財産目録 

１ 財産目録の内容 

財産目録は、当該事業年度末日現在におけるすべての資産及び負債につき、その名称、数量、

使用目的、価額等を詳細に表示するものでなければならない。 

２ 財産目録の区分 

財産目録は、貸借対照表の区分に準じ、資産の部と負債の部に分かち、正味財産の額を示さ

なければならない。 

３ 財産目録の価額 

財産目録の価額は、貸借対照表記載の価額と同一とする。 
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